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介護認定調査員（アルバイト）の勤務条件 

 

（１） 職務内容 

(ア) 介護保険認定申請者に対する認定調査業務 

・面談による調査の実施 

被保険者の生活場所（豊橋市内）へ訪問し、日頃の生活の様子（調査員テキストに定

めた７４項目）を調査します。週６件程度。 

・介護保険システムを使用した認定調査票の作成（長寿介護課内） 

※ 『要介護認定 認定調査員テキスト』に基づく業務です。厚生労働省のホームペー

ジに掲載されていますので、ご確認ください。 
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(イ) 長寿介護課業務の補助 

 

(ウ) 災害時の協力に関すること 

 
 

（２） 任用期間 

令和７年３月１日から令和７年３月３１日までの間 

ただし、引き続き業務の必要性があり、かつ勤務状況が良好な場合に限り、１年単位で改

めて任用する可能性があります。 

 

（３） 報酬（令和６年１２月２０日現在） 

時給 １，４８３円 

※社会情勢等により、今後変更されることがあります。定期昇給制度はありません。 

※報酬月額の他に通勤手当に相当する費用弁償、期末手当、勤勉手当が別途支給されます。 

※下記勤務時間で勤務する場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険など社会保険に加入

します。 

 

（４） 勤務時間（令和６年４月１日現在） 

勤務日 勤務時間 休憩時間 １週間あたりの勤務時間 

Ａ勤務 9：00～16：00 12：00～13：00 30時間 

Ｂ勤務 10：00～17：00 12：00～13：00 30時間 

※原則、所定労働時間を超える労働はありませんが、状況によっては発生します。 

※Ａ勤務とＢ勤務を組み合わせて勤務しますが、状況により異なる場合があります。上記

以外の勤務時間を希望される場合はご相談ください。 

 

（５） 休日 

土日祝、年末年始 
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（６） 年次有給休暇 

年次 ２か月後 ４か月後 ６か月後 １年６カ月後 

付与日数 1日 1日 8日 11日 

※その他夏季休暇等各種休暇制度があります。 

 

（７） 研修 

認定調査業務を円滑に遂行するため、県等が主催する外部研修や市主催の内部研修を受けて

いただきます。（外部研修時、交通費が必要な場合は市規定に基づき支給します。） 


